
            

本アカウントでも、当社の魅力を発信して
いきたいと思っております。
フォローや「いいね！」、コメントなどぜ
ひ宜しくお願いいたします。
Instagramの登録はこちらから↓
【Instagram】

アカウント名：jnet.h_house

ジェイネットハウジング建築部

Instagram公式アカウントの運営を開始いたしました

～イエカエールくん～ Vo.04

空き家管理の

解約したい前月の末までにご連絡いただければいつでも解約できます。

短期契約の違約金もないので、短期契約でもお気軽にお問合せください。

一度契約したら、

簡単には解約できないのでしょうか？

ご契約のお申込みをいただければ、担当エリアの『空き家サポーター』から

お電話いたします。いっしょに現地確認していただく日を決めていただき、

現地確認の当日にご契約についてのご説明から契約完了まで１日で完了します。

管理“契約”となると複雑なイメージがあるので心配です。

可能です。マンション管理であれば、月額５,０００円（税別）で対応いたします。

マンション一室の管理も可能ですか？

～マツじぃのちょっと一言～

マツじぃ
不動産営業歴20年以上

賃貸管理のベテラン社員

住まなくなった お家

お荷物はそのままで結構です。ただし、『貴重品』 『危険物』に関しては

管理作業開始までに運び出していただくようお願いしております。

室内の荷物は全て運び出さないといけないのでしょうか？

「空家の持主が分からない」って本当！？
相続って誰しもが避けて通れないですよね～。

令和６年４月１日から相続登記が義務化されたのですよ。これは、空家の４分の１強が

所有者不明になっているからで、国は不動産登記法を改正し、強制力を付加しました。

これには罰則が有りますから気をつけて下さいね。空家の利活用が本来の目的なんですが

所有者が分からない、では手の打ちようが無いのでしょう。今後もっと強化されて行くので今の

内にお持ちの資産をどうするか家族で考える時期だと思いますね！

管理の詳細はこちらのQRコードから!!→


